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正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則第

10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

(1)資本金の額（2025年11月28日現在） 

資本金の額    ：20億円 

発行可能株式総数 ：12,000株 

発行済株式総数  ：3,000株 

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。 

(2)委託会社の機構 

①会社の意思決定機構 

会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を 5名以内お

きます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役

は、それ以外の取締役と区別するものとします。 

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の1以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。 

また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分

の２以上をもって行います。 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時までとします。 

監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として

選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時ま

でとします。 



取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名

を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定するこ

とができます。 

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、

その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたが

い、ほかの取締役がその職務を代行します。 

取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の 3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急の

必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経

ずに取締役会を開催することができます。 

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の

過半数をもって行います。 

 

②投資運用の意思決定機構 

［PLAN（計画）］ 

運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイル

などを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、

ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策

定します。 

［DO（実行）］ 

各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。 

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。 

売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部

のトレーダーが行います。 

［CHECK（検証・評価）］ 

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委

員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。 

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速

やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。 

 

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運

用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。

なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議（議長は社長）に報告され

ます。 

 

こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECK の PDC サイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切

な運用体制を維持するよう努めています。 

 

委託会社の機構は2025年11月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 



２．事業の内容及び営業の概況 

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行

うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、

金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 

2025年11月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）

は次の通りです。 

  本数（本） 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 524 17,047,605 

追加型公社債投資信託 0 0 

単位型株式投資信託 35 99,195 

単位型公社債投資信託 49 153,909 

合計 608 17,300,708 



３．委託会社等の経理状況 

 

(1)  委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表

は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第 59号、以下「財務諸表

等規則」という。）並びに同規則第 2 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19

年内閣府令第52号）により作成しております。 

また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第 2条、第 282条及び第 306条の規定に基

づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19年内閣府令第52号）により作成しております。 

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。 

 

(2)  委託者は、金融商品取引法第 193条の 2第 1項の規定に基づき、第 39期事業年度（自 2024年 4月 1

日 至 2025 年 3 月 31 日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま

す。 

また、第 40期事業年度の中間会計期間（自 2025年 4月 1日 至 2025年 9月 30日）の中間財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



（１）【貸借対照表】 
        （単位：百万円） 

  
前事業年度 

（2024年3月 31日） 
当事業年度 

（2025年3月 31日） 
資産の部             

流動資産             

現金及び預金          14,909     18,950   

金銭の信託  18,596   18,214  

前払費用   429     238   

未収委託者報酬    10,943      12,164   

未収運用受託報酬   5,967     6,523  

未収収益  185   198  

短期差入証拠金  3,660   2,476  

その他   4,074     3,072   

流動資産合計   58,767     61,839   

固定資産           

有形固定資産                  

建物 ※1 219   ※1 189   

器具備品 ※1 436   ※1 338   

その他 ※1 －  ※1 4  

有形固定資産合計   655     532   

無形固定資産           

ソフトウェア   7,463     7,143   

その他   61     78   

無形固定資産合計   7,524     7,221   

投資その他の資産           

投資有価証券   5,753     7,241   

関係会社株式   6,077     6,077  

繰延税金資産   1,196     1,184   

その他   31     31   

投資その他の資産合計   13,058     14,534   

固定資産合計   21,238     22,289   

資産合計   80,005     84,128   

 



   （単位：百万円） 

  
前事業年度 

（2024年3月 31日） 
当事業年度 

（2025年3月 31日） 
負債の部             

流動負債             

預り金   86     66   

未払金   8,475     8,472   

未払収益分配金   0      0   

未払手数料   5,524     6,159   

その他未払金   2,951     2,313   

未払費用   797     993   

未払法人税等   694     1,743   

賞与引当金   719     769   

その他   957     705   

流動負債合計   11,730     12,751   

固定負債           

退職給付引当金   975     1,104   

資産除去債務   154     154   

その他   42     60   

固定負債合計   1,171     1,319   

負債合計   12,902     14,071   

            

純資産の部           

株主資本           

資本金   2,000     2,000   

資本剰余金           

その他資本剰余金   17,239     17,239   

資本剰余金合計   17,239     17,239   

利益剰余金           

利益準備金   500     500   

その他利益剰余金           

別途積立金   2,100     2,100   

繰越利益剰余金   45,974     48,819   

利益剰余金合計   48,574     51,419   

株主資本合計   67,813     70,658   

評価・換算差額等           

その他有価証券評価差額金    360     454   

繰延ヘッジ損益   △1,071     △1,056  

評価・換算差額等合計   △710     △601   

純資産合計   67,103     70,057   

負債・純資産合計   80,005     84,128   

 
 
 



（２）【損益計算書】 
（単位：百万円） 

  
前事業年度 当事業年度 

（自  2023年4月1日 至  2024年3月31日） （自  2024年4月1日 至  2025年3月31日） 

営業収益             

委託者報酬   44,551     50,052   

運用受託報酬    11,077      12,144  

その他営業収益   356     369  

営業収益合計   55,985     62,566   

営業費用           

支払手数料   22,341     25,372   

広告宣伝費   342     258   

公告費  0   1  

調査費   5,796     6,470   

調査費   1,172     1,511   

委託調査費   4,610     4,945   

図書費   14     13   

営業雑経費   5,887     6,296   

通信費   78     126   

印刷費   439     406   

協会費   56     57   

諸会費   29     45   

情報機器関連費   5,193     5,570   

その他営業雑経費   89     89   

営業費用合計   34,369     38,399   

一般管理費           

給料   6,981     7,585   

役員報酬   385     476   

給料・手当   5,432     5,753   

賞与   1,163     1,355   

退職給付費用   278     305   

福利費   747     812   

交際費   13     13   

旅費交通費   191     175   

租税公課   276     300   

不動産賃借料   328     324   

寄付金  0   －  

減価償却費   2,239     2,501   

業務委託費  1,544    1,399   

諸経費   1,637     1,394   

一般管理費合計   14,239     14,813   

営業利益    7,376     9,353   
 

 

 



（単位：百万円） 

  
前事業年度 当事業年度 

（自  2023年4月1日 
至  2024年3月31日） 

（自  2024年4月1日 
至  2025年3月31日） 

営業外収益             

受取利息   138     64   

収益分配金   0     1   

金銭の信託運用益  4,007   －  

投資有価証券売却益   1     150   

投資有価証券償還益  1   0  

その他   12     27   

営業外収益合計   4,162     243   

営業外費用           

金銭の信託運用損  －   207  

投資有価証券売却損   33     17   

投資有価証券償還損  1   257  

為替差損   1,273     660  

デリバティブ費用  3,613   47  

その他   3     107   

営業外費用合計   4,925     1,296   

経常利益   6,613     8,300   

特別損失           

システム移行関連費用   －     147   

特別損失合計   －     147  

税引前当期純利益   6,613     8,153  

法人税、住民税及び事業税   1,931     2,519   

法人税等還付税額  －   △129  

法人税等調整額   95     △25   

法人税等合計   2,027     2,364   

当期純利益   4,585     5,788   

 



（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） 

  （単位：百万円） 

  株主資本 

資本金 
資本剰余金 

その他資本剰余金 資本剰余金合計 
当期首残高 2,000 17,239 17,239 
当期変動額       

剰余金の配当       
当期純利益       
株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額）       

当期変動額合計 － － － 
当期末残高 2,000 17,239 17,239 

 

  株主資本 
利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

当期首残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595 
当期変動額           

剰余金の配当    △3,367 △3,367 △3,367 
当期純利益     4,585 4,585 4,585 
株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額）           

当期変動額合計 － － 1,218 1,218 1,218 
当期末残高 500 2,100 45,974 48,574 67,813 

 

 評価・換算差額等 
純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当期首残高 49 △510 △460 66,134 

当期変動額         

剰余金の配当       △3,367 

当期純利益       4,585 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

310 △560 △250 △250 

当期変動額合計 310 △560 △250 968 

当期末残高 360 △1,071 △710 67,103 



当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） 

  （単位：百万円） 

  株主資本 

資本金 
資本剰余金 

その他資本剰余金 資本剰余金合計 
当期首残高 2,000 17,239 17,239 
当期変動額       

剰余金の配当       
当期純利益       
株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額）       

当期変動額合計 － － － 
当期末残高 2,000 17,239 17,239 

 

  株主資本 
利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

当期首残高 500 2,100 45,974 48,574 67,813 
当期変動額           

剰余金の配当    △2,943 △2,943 △2,943 
当期純利益     5,788 5,788 5,788 
株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額）           

当期変動額合計 － － 2,845 2,845 2,845 
当期末残高 500 2,100 48,819 51,419 70,658 

 

 評価・換算差額等 
純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当期首残高 360 △1,071 △710 67,103 

当期変動額         

剰余金の配当       △2,943 

当期純利益       5,788 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

94 14 108 108 

当期変動額合計 94 14 108 2,954 

当期末残高 454 △1,056 △601 70,057 



【注記事項】 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）子会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

（2）その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法によっております。 

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。） 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法によっております。 

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法によっております。 

３．金銭の信託の評価基準及び評価方法 

時価法によっております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

定額法によっております。 

（2）無形固定資産 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。 

６．引当金の計上基準 

（1）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 

（2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給

付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によって

おります。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用   ：発生事業年度に損益処理 

数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を用いた簡便法を一部適用しております。 

７．収益及び費用の計上基準 

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び

当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

（1）投資信託委託業務 

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数

料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約

期間にわたり認識されます。 

（2）投資一任業務 

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益

は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。 

（3）投資助言業務 

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドの AUM に応じて手数料を受領しております。

当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識され

ます。 

（4）成功報酬 

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返

還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。 

８．ヘッジ会計の会計処理 

（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。 

 



（3）ヘッジ方針 

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判

定しております。 

９．グループ通算制度の適用 

グループ通算制度を適用しております。 

 

（未適用の会計基準等） 

リースに関する会計基準等 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日） 

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正 

（1）概要 

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。 

（2）適用予定日 

2028年３月期の期首より適用予定であります。 

（3）当該会計基準等の適用による影響 

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。 

 

（貸借対照表関係） 

※1有形固定資産の減価償却累計額 

  前事業年度 
（2024年3月31日） 

当事業年度 
（2025年3月31日） 

建    物 220 百万円 253 百万円 

器具備品 823 〃 942 〃 

その他 － 〃 1 〃 

計 1,044 〃 1,197 〃 

 

（株主資本等変動計算書関係） 
前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） 
１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 3,000 － － 3,000 

 
２. 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 
３.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額(百万円) 
1株当たり配

当額(円) 
基準日 効力発生日 

2023年6月23日 

定時株主総会 
普通株式 3,367 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日 

 
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額(百万円) 
配当金の 
原資 

1株当たり配

当額(円) 
基準日 効力発生日 

2024年6月20日 

定時株主総会 
普通株式 2,943 利益剰余金 981,032 2024年3月31日 2024年6月21日 



当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） 
１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 3,000 － － 3,000 

 
２. 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 
３.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額(百万円) 
1株当たり配

当額(円) 
基準日 効力発生日 

2024年6月20日 

定時株主総会 
普通株式 2,943 981,032 2024年3月31日 2024年6月21日 

 
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 
2025年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額(百万円) 
配当金の 
原資 

1株当たり配

当額(円) 
基準日 効力発生日 

2025年6月20日 

定時株主総会 
普通株式 999 利益剰余金 333,333 2025年3月31日 2025年6月23日 

 

（リ－ス取引関係） 
 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 



（金融商品関係） 

 
１. 金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に対する取組方針 

当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該

投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しており

ます。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としてい

るため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。 

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。 

 
（2）金融商品の内容及びそのリスク 

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。

また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リ

スク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスク

に晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っておりま

す。 

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の

投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの

一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係る

ヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッ

ジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。 

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

      当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しておりま

す。 

      
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行う

ことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。 

 デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。 

 
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況

を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしており

ます。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。 

 
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動

性リスクを管理しております。 

 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。 

 
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株

式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下、「時価算定適用指針」

という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び

（注2）、（注4）参照）。 

 

また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。 

レベル 1 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる

資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル 2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを

用いて算定した時価 

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時

価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 



（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 
前事業年度（2024年3月31日） 

区 分 
貸借対照表計上額（百万円）（*1） 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

金銭の信託(*2) 1,530 16,048 － 17,579 

投資有価証券(*3) 

その他有価証券 

 

－ 

 

4,517 

 

－ 

 

4,517 

資産計 1,530 20,565 － 22,096 

デリバティブ取引(*4) 

株式関連取引 

通貨関連取引 

 

(268) 

－ 

 

(262) 

21 

 

－ 

－ 

 

(530) 

21 

  デリバティブ取引計 (268) (241) － (509) 

（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

（*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額1,017百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等

も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は18,596百万円であります。 

（*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）は上

記に含めておりません。 

（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

 

当事業年度（2025年3月31日） 

区 分 
貸借対照表計上額（百万円）（*1） 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

金銭の信託 2,551 15,662 － 18,214 

投資有価証券(*3) 

その他有価証券 

 

－ 

 

3,785 

 

－ 

 

3,785 

資産計 2,551 19,448 － 21,999 

デリバティブ取引(*4) 

株式関連取引 

通貨関連取引 

 

(128) 

－ 

 

235 

78 

 

－ 

－ 

 

106 

78 

  デリバティブ取引計 (128) 314 － 185 

（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

（*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす

取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額

592百万円）は上記に含めておりません。 

（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

 

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1 年以内）で決済されるも

のが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

金銭の信託 

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル 1 の時価に

分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約

又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、

レベル 2 の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格

により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。 

投資有価証券 

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対

価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。時価算定

適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。 



デリバティブ取引 

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引さ

れているため、その市場価格をレベル 1 の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為

替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の

算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。 

 

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。 

（単位:百万円） 

区分 
前事業年度 

（2024年3月31日） 

当事業年度 

（2025年3月31日） 

投資有価証券 876 887 

関係会社株式 6,077 6,077 

 

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
前事業年度（2024年3月31日）                               （単位:百万円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

現金及び預金 14,909 － － － 

未収委託者報酬 10,943 － － － 

未収運用受託報酬 5,967 － － － 

投資有価証券 

投資信託 － 1,829 807 － 

 
当事業年度（2025年3月31日）                               （単位:百万円） 

  1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

現金及び預金 18,950 － － － 

未収委託者報酬 12,164 － － － 

未収運用受託報酬 6,523 － － － 

投資有価証券 

投資信託 － 2,053 2,400 － 

 

（注4） 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報 

前事業年度（2024年3月31日） 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（2025年3月31日） 

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表 

（単位：百万円） 

区分 
期首 

残高 

当期の

損益に

計上し

た額 

その他有価

証券評価差

額金に計上

した額 

購入、売却

及び償還

による変

動額 

基準価額

を時価と

みなすこ

ととした

額 

基準価額

を時価と

みなさな

いことと

した額 

期末 

残高 

当期の損益に計上

した額のうち貸借

対照表日において

保有する投資信託

の評価損益 

投資有価証券

(その他有価

証券) 

- - △23 2,000 1,976 - 1,976 - 

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。 

 

（有価証券関係） 

 

１．子会社株式 

市場価格のある子会社株式はありません。 

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。            （単位:百万円） 

区分 
前事業年度 

（2024年3月31日） 

当事業年度 

（2025年3月31日） 

子会社株式 6,077 6,077 



２．その他有価証券 
前事業年度（2024年3月31日）                                            （単位:百万円） 

区分 
貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

その他 3,394 2,593 800 

小計 3,394 2,593 800 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

その他 1,123 1,410 △287 

小計 1,123 1,410 △287 

合計 4,517 4,004 513 

 

当事業年度（2025年3月31日）                                            （単位: 百万円） 

区分 
貸借対照表 
計上額 

取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

その他 3,110 2,402 708 

小計 3,110 2,402 708 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

その他 2,651 2,712 △61 

小計 2,651 2,712 △61 

合計 5,762 5,115 647 

 
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。 

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。 

（単位:百万円） 

区分 
前事業年度 

（2024年3月31日） 

当事業年度 

（2025年3月31日） 

非上場株式 876 887 

組合出資金等 359 592 

 
３．事業年度中に売却したその他有価証券 
前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）                             （単位:百万円） 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

その他 185 1 33 

 
当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）                    （単位:百万円） 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

その他 528 150 17 



（デリバティブ取引関係） 

 

 １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

  （1）通貨関連 

前事業年度（2024年3月31日） 

種類 
契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益 

(百万円) 

店頭 

為替予約取引 

売建 

米ドル 

英ポンド 

カナダドル 

スイスフラン 

香港ドル 

ユーロ 

 

 

6,735 

288 

145 

180 

217 

664 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

 

4 

0 

△0 

0 

0 

3 

 

 

4 

0 

△0 

0 

0 

3 

合計 8,231 － 10 10 

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。 

 

当事業年度（2025年3月31日） 

種類 
契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益 

(百万円) 

店頭 

為替予約取引 

売建 

米ドル 

英ポンド 

カナダドル 

スイスフラン 

香港ドル 

ユーロ 

 買建 

米ドル 

英ポンド 

カナダドル 

スイスフラン 

香港ドル 

ユーロ 

 

 

5,575 

141 

118 

52 

166 

425 

 

139 

5 

6 

5 

1 

16 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

 

37 

0 

0 

0 

1 

1 

 

△0 

△0 

△0 

△0 

△0 

0 

 

 

37 

0 

0 

0 

1 

1 

 

△0 

△0 

△0 

△0 

△0 

0 

合計 6,654 － 41 41 

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。 



（2）株式関連 

前事業年度（2024年3月31日） 

種類 
契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益 

(百万円) 

市場取引 
株価指数先物取引 

売建 

 

10,306 

 

－ 

 

△268 

 

△268 

店頭 
トータルリターンスワップ取引 

売建 

 

4,184 

 

－ 

 

△262 

 

△262 

合計 14,490 － △530 △530 

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。 

 

当事業年度（2025年3月31日） 

種類 
契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益 

(百万円) 

市場取引 
株価指数先物取引 

売建 

 

9,848 

 

－ 

 

△128 

 

△128 

店頭 
トータルリターンスワップ取引 

売建 

 

6,179 

 

－ 

 

235 

 

235 

合計 16,027 － 106 106 

  （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。 



 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  （1）通貨関連 

前事業年度（2024年3月31日） 

ヘッジ 

会計の方法 

デリバティブ取引 

の種類等 
主なヘッジ対象 

契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

原則的 

処理方法 

為替予約取引 

売建 

米ドル 

英ポンド 

スイスフラン 

香港ドル 

ユーロ 

シンガポールドル 

投資有価証券 

関係会社株式 

 

 

2,126 

4,586 

28 

83 

63 

448 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

 

1 

7 

0 

0 

0 

1 

合計 7,337 － 10 

 

当事業年度（2025年3月31日） 

ヘッジ 

会計の方法 

デリバティブ取引 

の種類等 
主なヘッジ対象 

契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

原則的 

処理方法 

為替予約取引 

売建 

米ドル 

英ポンド 

スイスフラン 

香港ドル 

ユーロ 

シンガポールドル 

 買建 

米ドル 

香港ドル 

投資有価証券 

関係会社株式 

 

 

1,947 

4,700 

47 

122 

40 

449 

 

16 

94 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 

13 

19 

0 

0 

0 

3 

 

△0 

△0 

合計 7,419 － 36 



（退職給付関係） 

 

１．採用している退職給付制度の概要 
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しており

ます。 

 
２．確定給付制度 

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表                         （単位：百万円） 

 前事業年度 

（自 2023年4月1日 

  至 2024年3月31日） 

当事業年度 

（自 2024年4月1日 

  至 2025年3月31日） 

退職給付債務の期首残高 911 993 

 勤務費用 149 165 

利息費用 3 3 

数理計算上の差異の発生額 11 △150 

 退職給付の支払額 △85 △42 

簡便法で計算した退職給付費用 1 0 

退職給付債務の期末残高 993 970 

 
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

該当事項はありません。 

 
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表     （単位：百万円） 

 前事業年度 

（2024年3月31日） 

当事業年度 

（2025年3月31日） 

非積立型制度の退職給付債務 

未認識数理計算上の差異 

993 

△17 

970 

134 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 975 1,104 

退職給付引当金 975 1,104 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 975 1,104 

 
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額                            （単位：百万円） 

 前事業年度 

（自 2023年4月1日 

  至 2024年3月31日） 

当事業年度 

（自 2024年4月1日 

  至 2025年3月31日） 

勤務費用 149 165 

利息費用 3 3 

数理差異償却 0 1 

簡便法で計算した退職給付費用 1 0 

確定給付制度に係る退職給付費用 155 171 

 
（5）年金資産に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（6）数理計算上の計算基礎に関する事項 

 前事業年度 

（自 2023年4月1日 

  至 2024年3月31日） 

当事業年度 

（自 2024年4月1日 

  至 2025年3月31日） 

割引率 0.4% 2.0% 

 

３．確定拠出制度 

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度122百万円、当事業年度134百万円であります。 

 



（税効果会計関係） 

 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  前事業年度 
（2024年3月31日） 

当事業年度 
（2025年3月31日） 

繰延税金資産     
未払事業税 63 百万円 104 百万円 
賞与引当金損金算入限度超過額 220 〃 235 〃 
退職給付引当金損金算入限度超過額 298 〃 348 〃 
税務上の費用認識差額 256 〃 94 〃 

繰延ヘッジ損益 472 〃 486 〃 

その他 78 〃 169 〃 
繰延税金資産 合計 1,390 〃 1,437 〃 
繰延税金負債       

有価証券評価差額 △159 〃 △209 〃 

その他 △35 〃 △43 〃 

繰延税金負債 合計 △194 〃 △252 〃 
繰延税金資産の純額 1,196 〃 1,184 〃 

 

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律（令和 7年法律第 13号）」が 2025年 3月 31日に成立したことに伴い、2026年 4

月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資

産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62％から、2026年４月１日以後開始する事業年度以降

に解消が見込まれる一時差異については31.52％となります。 

この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が 18百万円増加、繰延

ヘッジ損益が 13百万円増加、その他有価証券評価差額金が 5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額

の金額が10百万円減少しております。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項

目別の内訳 

 前事業年度 
（2024年3月31日） 

当事業年度 
（2025年3月31日） 

法定実効税率  －  30.62％ 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目  －  0.14％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  －  △0.06％ 

法人税等還付税額  －  △1.59％ 

その他  －  △0.10％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率  －  29.01％ 

 

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100分の 5以下である

ため注記を省略しております。 

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関す

る取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関す

る税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。 

 

（資産除去債務関係） 

 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（収益認識関係） 

 
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。 



 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在す

る顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

（セグメント情報等） 

 
［セグメント情報］ 

 
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

 
［関連情報］ 

１．製品及びサービスごとの情報 
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 
２．地域ごとの情報 

（1）営業収益 
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 
（2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

 
３．主要な顧客ごとの情報 

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） 
顧客の名称 営業収益 

三井住友信託銀行株式会社 10,223百万円 

 
当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） 

顧客の名称 営業収益 
三井住友信託銀行株式会社 11,023百万円 

 
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 

 
該当事項はありません。 

 
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］ 

 
該当事項はありません。 

 
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］ 

 
該当事項はありません。 

 

（関連当事者情報） 

 
１．関連当事者との取引 

 
財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

 
（ア）財務諸表提出会社の親会社 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

 



（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 
前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） 

種類 

会社等

の名称

又は氏

名 

所在地 
資本金又は

出資金 

（百万円） 

事業の

内容又

は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)

割合(％) 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 

（百万円） 科目 期末残高 

（百万円） 

親会社

の子会

社 

三井住友信

託銀行㈱ 
東京都 

千代田区 342,037 
信託業務

及び銀行

業務 
－ 営業上の取引 

運用受託報酬 9,926 未収運用 

受託報酬 5,520 

投信販売 

代行手数料等 
10,187 

未払 

手数料 
2,482 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 運用受託報酬 

  各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。 
② 投信販売代行手数料等 
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。 

 

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） 

種類 

会社等

の名称

又は氏

名 

所在地 
資本金又は

出資金 

（百万円） 

事業の

内容又

は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)

割合(％) 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 

（百万円） 科目 期末残高 

（百万円） 

親会社

の子会

社 

三井住友信

託銀行㈱ 
東京都 

千代田区 342,037 
信託業務

及び銀行

業務 
－ 営業上の取引 

運用受託報酬 10,721 未収運用 

受託報酬 5,856 

投信販売 

代行手数料等 
11,500 

未払 

手数料 
2,813 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 運用受託報酬 

  各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。 
② 投信販売代行手数料等 
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。 

 
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（1）親会社情報 
前事業年度（2024年3月31日） 
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場） 

 
当事業年度（2025年3月31日） 
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場） 



 
（１株当たり情報） 

 

 前事業年度 当事業年度 

 (自  2023年4月1日 (自  2024年4月1日 

  至  2024年3月31日）  至  2025年3月31日） 

1株当たり純資産額 22,367,677円92銭   23,352,414円83銭   

1株当たり当期純利益金額 1,528,527円02銭   1,929,475円95銭   

(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 当事業年度 

 (自  2023年4月1日 (自  2024年4月1日 

 至  2024年3月31日） 至  2025年3月31日） 

当期純利益 4,585百万円   5,788百万円   
普通株主に帰属しない金額 －   －   
普通株式に係る当期純利益 4,585百万円   5,788百万円   
普通株式の期中平均株式数 3,000株   3,000株   

 



（１）【中間貸借対照表】 

（単位：百万円） 

 
第40期中間会計期間末 

（2025年9月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  17,328 

金銭の信託  21,058 

未収委託者報酬  12,730 

未収運用受託報酬  6,346 

短期差入証拠金  2,629 

その他  3,480 

流動資産合計  63,574 

固定資産   

有形固定資産 ※1 480 

   無形固定資産   

     ソフトウェア  7,654 

     その他  84 

     無形固定資産合計  7,738 

   投資その他の資産   

     投資有価証券  6,744 

   関係会社株式  6,416 

   繰延税金資産  1,262 

     その他  31 

     投資その他の資産合計  14,455 

    固定資産合計  22,674 

  資産合計  86,248 

   

負債の部   

流動負債   

未払金  8,801 

   未払法人税等  1,519 

  賞与引当金  526 

   その他 ※2 1,602 

    流動負債合計  12,450 

固定負債   

  退職給付引当金  1,141 

  資産除去債務  154 

    その他  65 

    固定負債合計  1,361 

  負債合計  13,812 

 



（単位：百万円） 

 第40期中間会計期間末 

 （2025年9月30日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金  2,000 

資本剰余金   

その他資本剰余金  17,239 

資本剰余金合計  17,239 

利益剰余金   

    利益準備金  500 

    その他利益剰余金   

     別途積立金  2,100 

     繰越利益剰余金  51,174 

利益剰余金合計  53,774 

株主資本合計  73,013 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   503 

  繰延ヘッジ損益  △1,081 

  評価・換算差額等合計   △577 

 純資産合計  72,436 

負債・純資産合計  86,248 

 



（２）【中間損益計算書】 

（単位：百万円） 

 

 

第40期中間会計期間 

（自  2025年4月1日 

至  2025年9月30日） 

営業収益   

委託者報酬  25,098 

運用受託報酬  5,803 

その他営業収益  198 

営業収益合計  31,100 

営業費用  19,072 

一般管理費  ※1 7,553 

営業利益  4,473 

営業外収益 ※2 3,157 

営業外費用 ※3 2,992 

経常利益  4,638 

税引前中間純利益  4,638 

法人税、住民税及び事業税  1,524 

過年度法人税等  △150 

法人税等調整額  △89 

法人税等合計  1,284 

中間純利益  3,354 

 



（３）【中間株主資本等変動計算書】 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日  至 2025年9月30日） 

 （単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当期首残高 2,000 17,239 17,239 

当中間期変動額    

剰余金の配当    

中間純利益    

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
   

当中間期変動額合計 － － － 

当中間期末残高 2,000 17,239 17,239 

 

 

株主資本 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 500 2,100 48,819 51,419 70,658 

当中間期変動額      

剰余金の配当   △999 △999 △999 

中間純利益   3,354 3,354 3,354 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
     

当中間期変動額合計 － － 2,354 2,354 2,354 

当中間期末残高 500 2,100 51,174 53,774 73,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等 

合計 

当期首残高 454 △1,056 △601 70,057 

当中間期変動額     

剰余金の配当    △999 

中間純利益    3,354 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
48 △24 23 23 

当中間期変動額合計 48 △24 23 2,378 

当中間期末残高 503 △1,081 △577 72,436 



【注記事項】 

（重要な会計方針） 

第40期中間会計期間 

（自  2025年4月1日 

至  2025年9月30日） 

 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（1）有価証券 

   子会社株式及び関連会社株式 

     移動平均法による原価法によっております。 

   その他有価証券 

     市場価格のない株式等以外のもの 

       時価法によっております。 

       （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。） 

     市場価格のない株式等 

       移動平均法による原価法によっております。 

       なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の 

       決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

（2）デリバティブ 

       時価法によっております。 

（3）金銭の信託 

       時価法によっております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

       定額法によっております。 

（2）無形固定資産 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

 

３．引当金の計上基準 

（1）賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。 

（2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において 

発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計 

期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。 

過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用   ：発生事業年度に損益処理 

数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による 

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の 

内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

（1）投資信託委託業務 

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応

じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドの AUM に固定料率を乗じて

計算され、契約期間にわたり認識されます。 

（2）投資一任業務 

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。 

当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり 

認識されます。 

 

（3）投資助言業務 

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており 

ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間に 

わたり認識されます。 



（4）成功報酬 

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、 

将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上してお

ります。 

 

６．ヘッジ会計の方法 

（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 

（3）ヘッジ方針 

    自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を 

比較して有効性を判定しております。 

 

７．グループ通算制度の適用 

   グループ通算制度を適用しております。 

 

 

（中間貸借対照表関係） 
第40期中間会計期間末 

（2025年9月30日） 

 

※1   有形固定資産の減価償却累計額      1,259百万円 

 

※2   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 

 

 
（中間損益計算書関係） 

第40期中間会計期間 

（自  2025年4月1日 

至  2025年9月30日） 

 

※1   減価償却実施額 

             有形固定資産 62百万円  

             無形固定資産 1,102百万円  

 

※2   営業外収益の主要項目 

             金銭の信託運用益 2,976百万円  

 

※3   営業外費用の主要項目 

             デリバティブ費用 

為替差損 

2,762百万円 

215百万円 

 

 

 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 （株） 3,000 － － 3,000 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2025年6月20日 

定時株主総会 
普通株式 999 333,333 2025年3月31日 2025年6月23日 

 
（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

 
（リース取引関係） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（金融商品関係） 

第40期中間会計期間末（2025年9月30日） 

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。 

なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。

以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、 

次表には含まれておりません（（1）*2及び（注２）、（注３）参照）。 

 

また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、 

以下の3つのレベルに分類しております。 

レベル 1 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象と

なる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル 2 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価 

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、

時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 



（１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

区 分 
中間貸借対照表計上額（百万円）（*1） 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

金銭の信託 2,966 18,092 － 21,058 

投資有価証券(*2) 

その他有価証券 

 

－ 

 

3,217 

 

－ 

 

3,217 

 資産計 2,966 21,309 － 24,276 

デリバティブ取引(*3) 

 株式関連取引 

 通貨関連取引 

 

(114) 

－ 

 

(134) 

(4) 

 

－ 

－ 

 

(249) 

(4) 

  デリバティブ取引計 (114) (138) － (253) 

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

(*2)投資有価証券のうち、非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみな

す取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額 1,987百万円）及び第 24-16項を適用した組合出資金等（中間貸借対照

表計上額627百万円）は上記に含めておりません。 

(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

 

（２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1 年以内）で決済されるも

のが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 

(注１) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

金銭の信託 

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価

に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、

解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価と

しており、レベル 2 の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から

提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル 2 の時価に分

類しております。 

 

投資有価証券 

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの

対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。時

価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。 

 

デリバティブ取引 

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引さ

れているため、その市場価格をレベル 1 の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為

替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の

算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。 

 

（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。 

（単位：百万円） 

区分 中間貸借対照表計上額 

投資有価証券 912 

関係会社株式 6,416 

 



（注３）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報 

 第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表 

（単位：百万円） 

区分 期首残高 

当期の

損益に

計上し

た額 

その他

有価証

券評価

差額金

に計上

した額 

購入、売却

及び償還

による変

動額 

基準価額

を時価と

みなすこ

ととした

額 

基準価額

を時価と

みなさな

いことと

した額 

期末残高 

当期の損益に計上

した額のうち貸借

対照表日において

保有する投資信託

の評価損益 

投資有価証

券(その他

有価証券) 

1,976 - 10 - 1,987 - 1,987 - 

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,987百万円であります。 

 

（有価証券関係） 

第40期中間会計期間末（2025年9月30日） 

１．子会社株式及び関連会社株式 

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。 

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。 

                           (単位：百万円) 

 中間貸借対照表計上額 

子会社株式 6,077 

関連会社株式 338 

合計 6,416 

 

２．その他有価証券 

(単位：百万円) 

区分 
中間貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

その他 2,833 2,106 727 

小計 2,833 2,106 727 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

その他 2,371 2,406 △35 

小計 2,371 2,406 △35 

合計 5,204 4,512 692 

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は、 

市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 



（デリバティブ取引関係） 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

(1)通貨関連 

種類 
契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益 

(百万円) 

店頭 

為替予約取引 

売建 

米ドル 

英ポンド 

カナダドル 

スイスフラン 

香港ドル 

ユーロ 

 

 

6,208 

127 

83 

46 

152 

342 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

 

△6 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

△6 

0 

0 

0 

0 

0 

合計 6,960 － △5 △5 

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。 

 

(2)株式関連 

種類 
契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益 

(百万円) 

市場取引 
株価指数先物取引 

売建 

 

11,572 

 

－ 

 

△114 

 

△114 

店頭 
トータルリターンスワップ取引 

 売建 

 

5,235 

 

－ 

 

△134 

 

△134 

合計 16,807 － △249 △249 

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。 

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1)通貨関連 

ヘッジ 

会計の方法 

デリバティブ取引 

の種類等 
主なヘッジ対象 

契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

原則的 

処理方法 

為替予約取引 

売建 

米ドル 

英ポンド 

スイスフラン 

香港ドル 

ユーロ 

投資有価証券 

 

 

739 

830 

31 

27 

52 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

 

△0 

1 

0 

0 

0 

合計 1,681 － 0 

 

（資産除去債務関係） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 



（収益認識関係） 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記載の 

通りです。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において 

存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 

  重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

（セグメント情報等） 

［セグメント情報］ 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

 

［関連情報］ 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1)営業収益 

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、 

記載を省略しております。 

 

(2)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、 

記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称 営業収益 

三井住友信託銀行株式会社 5,312百万円 

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 

該当事項はありません。 

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］ 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 

該当事項はありません。 

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］ 

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 

該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

第40期中間会計期間 

（自  2025年4月1日 

至  2025年9月30日） 

 

   1株当たり純資産額 24,145,344円27銭  

   

   1株当たり中間純利益 1,118,322円76銭  

 

  なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

 

 

（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 第40期中間会計期間 

（自 2025年4月1日 

至 2025年9月30日） 

中間純利益 3,354百万円 

普通株主に帰属しない金額 － 

普通株式に係る中間純利益 3,354百万円 

普通株式の期中平均株式数 3,000株 

 



独立監査人の監査報告書 

2025年６月２日 

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任 あずさ監査法人 

東京事務所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 三 上 和 彦 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 田 中 洋 一 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年４月１日から

2025年３月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年３月31日現在の財政状態及び同日をも

って終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての

その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査

報告書以外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作

業も実施していない。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作



成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は

集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると

判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の

基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を

検討する。 

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査

報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。

監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ



いて報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

                                                                                               

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 



独立監査人の中間監査報告書 

2025年 12月１日 

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任 あずさ監査法人 

東京事務所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 三 上 和 彦 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 成 田 慎 一 郎 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）に係る

中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方

針及びその他の注記について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作

成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）の経営成績に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ

れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間

財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用

することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが



適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示

に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報

告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与え

ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監

査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による

中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要

に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 

経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、

中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す

る中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明するこ

とが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを

評価する。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識



別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

                                                                                                 

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。 
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